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豊中市生活支援サービス部会要綱 

                  

（目的） 

第 1条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５第１項第１号ハ

及び第１１５条の４５第２項第５号等において規定する生活支援サービス等の提供体制構築 

 に向けて意見を聴取するために、豊中市介護保険事業運営委員会規則（平成１２年豊中市規則

第６２号。以下「規則」という。）第７条に基づき豊中市生活支援サービス部会（以下「部会」

という。）を設置し、部会の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（所掌事務） 

第２条 部会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を豊中市介護保険事業運営委員会（以

下「委員会」という。）に報告する。 

（１） 介護予防・日常生活支援総合事業における生活支援サービスの内容、提供主体及び費

用に関すること。 

（２） 生活支援サービスの体制整備に関すること。 

（３） その他、委員会が必要と認める事項 

 

（組織） 

第３条 部会は、規則第７条第２項に規定する委員で構成する。 

２ 部会に部会長を置く。 

３ 部会長は、規則第７条第３項の規定に基づき委員長が指名する。 

４ 部会長は、部会の事務を総理し、部会を代表する。 

５ 部会長は、部会に属する委員（以下、「部会員」という。）のうちから、あらかじめ副部会長

を指名するものとする。 

６ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（運営） 

第４条 部会は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。 

２ 部会は、部会員の過半数の出席がなければ開催することはできない。 

３ 部会の議事は、出席した部会員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは部会長

の決するところによる。 

４ 部会長は、議案によっては、部会員の審議参加を制限することができる。 

 

（関係者の出席等） 

第５条 規則第８条の規定に基づき、部会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求

め、その説明又は意見を聴くことができる。 

２ 前項における関係者とは、生活支援サービス提供事業者及び部会長が必要があると認める者

をいう。 

 

（事務局） 

第６条 部会の庶務は、福祉部長寿社会政策課において行う。 
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（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営について必要な事項は、部会長が定める。 

 

附 則 

１ この要綱は平成２８年８月１日から実施する。 

２ この要綱の施行後最初に招集される部会員は、豊中市介護保険事業運営委員会の委員をも

って充てるものとし、その任期は、規則第 3条第１項の規定にかかわらず、平成３０年６月

３０日までとする。 

３ この要綱は平成３１年４月１日から実施する。 


